
千葉県の発酵に係る広報媒体等作成業務委託 企画提案募集要領 

 

１ 事業の目的 

千葉県は、和食の代表的な調味料である醤油やみりんの生産量が全国一であるほか、

酒蔵や酪農など、発酵に関連する文化や産業が各地域で発展している。 

また、発酵の技術は、バイオテクノロジーを支える一分野でもあり、県内には関連  

する企業や研究機関が集積していることから、様々な産業分野の発展に繋がることが期

待される。 

そこで、本県は、２０２５年に開催される大阪・関西万博に、「発酵」をテーマとした

出展を予定していることをはじめ、「発酵」を活用した千葉県の魅力発信等に取り組んで 

いく方針であることから、この度、千葉県の「発酵」をＰＲするために広報媒体等の  

作成を委託する。 

 

２ 募集対象事業 

（１）名  称    

千葉県の発酵に係る広報媒体等作成業務委託 

（２）事業内容     

別添「千葉県の発酵に係る広報媒体等作成業務委託 企画提案仕様書」のとおり 

（３）委託金額上限   

４，９８０，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

（４）委託期間     

契約締結日から令和７年３月１４日まで 

 

３ 応募資格 

次のすべての要件を満たす者が、企画提案書を提出することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）千葉県物品等入札参加資格を有する者であること。 

（３）募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等一般競争入札参加者及び

指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれ 

ないこと。 

（４）募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名

停止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に

係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれない 

こと。 

（５）別に定める「千葉県の発酵に係る広報媒体等作成業務委託選定委員会設置要領」に

より設置された選定委員会の委員及び委員が所属している団体ではないこと。 



 

４ 企画提案書の提出方法 

（１） 提出期限   

令和６年１０月１日（火）午後５時 

（２）提出書類等 

①企画提案書（様式第１号） 

②企画提案説明書（様式第２号） 

③経費見積書（様式第３号） 

④企業（団体）概要（様式第４号） 

⑤その他必要な書類（任意様式） 

（３）提出方法 

郵送又は持参とする。 

※郵送する場合は、提出期限必着とする。 

※提出部数は、１０部（正本1部、副本９部）とする。 

 

（４）提出先 

   「９ 問合せ及び応募先」 

 

５ 質問の受付 

本件に関する質問については、別紙「質問・回答票」によりメールで送付すること。

※メール送信後、必ず電話にて到達確認をすること 

  ただし、提案の状況や選定委員名等に関する質問については、受け付けない。 

  なお、質問及び回答については、県ホームページに掲載する。 

 （１）受付期限：令和６年９月１０日（火）午後５時 

    （２）提 出 先：「９ 問合せ及び応募先」のとおり 

    （３）回 答 日：令和６年９月１７日（火） 

 

６ 選考方法等 

（１）選考方法 

提出された企画提案書一式は、（２）の審査基準に基づき、選定委員会で書類審査及び

プレゼンテーション・ヒアリングによる審査を行い、最も優れた提案を行った者を  

最優秀提案者とする。 

なお、提案者が５者以上の場合は、書面審査による一次審査を実施する場合がある。 

また、選定委員会は、令和６年１０月１０日（木）に非公開で実施する予定であり、       

選定委員会における提案者のプレゼンテーション等は、提出書類のみで行うこと。 

（２）審査基準 

別表の審査基準により総合的に評価し、選考する。 



（３）審査結果   

審査結果は、県ホームページで公表する。 

 

７ 留意事項 

（１）企画提案書の作成・提出に必要な費用は、全て各提案者の負担とする。 

（２）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（３）提出された書類について、必要に応じて提案者から聞取りを行う。 

（４）提出された書類等は、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に   

基づき開示する場合がある。 

（５）契約にあたっては、契約書を作成し、各１通を保有する。 

（６）提案された企画内容をそのまま委託するものではなく、提案された企画内容を   

もとに業務委託仕様書を作成し、契約するものとする。 

（７）契約に当たっては、千葉県財務規則第９９条第１項の規定により、契約金額の   

１００分の１０以上の契約保証金の納付が必要となる。 

ただし、同規則第９９条第２項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の  

全部又は一部の納付を免除することがある。 

（８）委託費の支払いについては、原則として精算払いとする。 

（９）本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせては 

いけない。 

なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定 

及び技術的判断等をいう。 

ただし、委託業務の一部の再委託については、事前に県の承諾を得たときはこの   

限りではない。 

 

８ 提案の無効に関する事項 

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）応募資格のない者が提案したとき。 

（２）所定の期限までに企画提案書一式を提出しないとき。 

（３）同一の企画提案募集に対して、２以上の提案をしたとき。 

（４）同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。 

（５）同一の企画提案募集に対して、２以上の代理人をしたとき。 

（６）提案に関連して談合等の不正があったとき。 

（７）経費見積書（様式第３号）の金額に誤脱や判読しがたい数字の記載がされて    

いるとき、又は金額を訂正した見積をしたとき。 

（８）提案書に虚偽の記載が認められたとき。 

（９）選定委員会に欠席したとき。 

（10）その他、提出書類の記載不備等により、千葉県が無効であると判断したとき。 



９ 問合せ及び応募先 

〒２６０－８６６７ 千葉県千葉市中央区市場町1－1 千葉県庁本庁舎９階 

千葉県 総合企画部 政策企画課 企画調整室 

電話：０４３－２２３－２４４０ 

メールアドレス：kityo03@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

審査項目 審査基準 

企画 

提案 

内容 

業務内容の 

理解 
・事業の趣旨を十分に理解した企画提案となっているか。 

業務内容 

・千葉県の発酵文化や産業などの特徴を捉えた提案となっているか。 

・千葉県の発酵食品や発酵文化等の認知度の向上や観光客誘致に向けて、効果

的かつ独創的な提案となっているか。 

・千葉県民だけでなく、県外や国外の方に発酵を通じて千葉県の魅力を発信で

きるような提案となっているか。 

業務 

遂行 

能力 

業務実施 

体制 

・業務を円滑に実施するための体制を有しているか。 

・業務の遂行に必要な人員を確保しているか。 

・業務スケジュールは、提案内容の実行が可能なものか。 

・業務責任者の経験や知見は十分か。 

類似業務の

経験・実績 
・業務を円滑に実施するための経験、実績は十分備えているか。 

専門知識・ 

適格性 

・業務内容に関する知識、知見を有しているか。 

・業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか。 

経費の妥当性 
・所要経費・算定根拠が明確に示されており、合理的な内容となっているか。 

・費用対効果に十分配慮した経費となっているか。 

 


